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第１章 たまの版生涯活躍のまち（CCRsea）基本計画について 

１．１ 基本計画の趣旨 

本市では、本市の強みである「アート」「海・港・船」「ものづくりのまち」といった地域資

源（＝たまのオリジナル）を最大限活かし、本市への人の流れと新たなしごとづくりに取組む

ものとして「たまの版生涯活躍のまち（CCRsea）基本構想～若者が軸となる生涯活躍のまち

～」（以下「基本構想」という。）を平成 29(2017)年 3月にとりまとめた。 

これは、「希望に応じて地方やまちなかに移住する中高年齢者も含め、多世代にわたって地

域住民が、お互いに交流しながら健康でアクティブな生活を送り、必要に応じて医療・介護を

受けることができるまちづくり」を目指す「生涯活躍のまち（日本版 CCRC）1」構想の考え

方を基本に、本市独自の考え方として「若者の活躍」という視点を加え、長期的視点から本市

が目指す、誰もが安心して暮らせる「生涯活躍のまち」の理念や将来像を示したものである。 

これを受け、基本構想を推進していくためには、市民をはじめとする様々な主体が連携・協

働し、取組を進めることが不可欠であることを前提に、基本構想を具現化する施策の目標とそ

の方向性を定めるものとして、たまの版生涯活躍のまち（CCRsea）基本計画（以下「基本計

画」という。）を策定する。 

 

１．２ 基本計画の位置づけ 

基本計画は、たまの版生涯活躍のまちのあるべき将来像を設定した基本構想を受け、将来目

標を実現するために必要な施策の目標とその方向性を定めるものである。 

図表 たまの版生涯活躍のまち（CCRsea）基本計画の位置づけ 

 

                                           
1 生涯活躍のまち（日本版 CCRC） 

国が方針を示した新たなまちづくりの考え方。都市部から地方への高齢者移住を促進し、さらに移住した高齢者が地方で積極的に就労

等の社会活動に参画することで、地方の活性化に資することを目指したもの。 
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 玉野市総合計画 

たまの創生総合戦略 
← 上位計画 

計画に基づく事業の展開 

策定年度 ；平成 29(2017)年 3 月 

策定趣旨 ；長期的な視点から、たまの版生涯活躍のまちの 

理念や将来像を整理したもの 

策定年度 ；平成 30(2018)年 3 月 

計画期間 ；平成 30(2018)年度 ～ 平成 32(2020)年度 

策定趣旨 ；たまの版生涯活躍のまちの将来目標を実現する 

  ために必要な施策の具体的な方向性を定めるもの 
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１．３ 事業推進主体の選定 

基本構想を円滑に推進するための中心的な役割を担い、たまの版生涯活躍のまち の実現を

目指す民間事業者を「事業推進主体」として選定した。 

事業推進主体は、本市のまちづくりに関わる各種団体、地域住民、移住者、民間事業者及び

本市と連携して、たまの版生涯活躍のまちが提供することを目指している機能の形成を図り、

それに応じた各種サービスを提供するための枠組みを構築する。 

また同時に、持続可能なまちづくりに向け、将来的には組織及び枠組みの自立化・自走化を

進める。 

 

１．４ 基本計画の計画期間 

 平成 30(2018)年度から平成 32(2020)年度までの 3 年間とする。 

ただし、社会環境の変化や地域の動向・ニーズの変化等、様々な状況に的確に対応できるよ

う、随時、計画全体の状況把握を行う。  
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第２章 玉野市の現状・課題 

２．１ 玉野市が抱える課題 

全国的に続く少子高齢化や人口減少の流れを背景に、本市では、人口の変化（定住人口及

び交流人口2の減少）、産業の低迷（事業所数及び従業員者数の減少）、市外に通勤する人

の拡大、医療費の増大、生活習慣病保有率の高さ、といった課題が表面化しつつある。 

 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

                                           
2 交流人口 

その地域に訪れる（交流する）人のこと。その地域に住んでいる人（定住人口）に対する概念。 
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瀬戸内国際芸術祭開催年度は
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客数は全体として減少傾向に

あり、結果として近隣諸島への

通過点にとどまっている現状

がある。 

図表 年齢 3 区分人口の推移 

図表 観光入込客数の推移 
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図表 産業分類別事業所数及び従業員数（平成 28 年） 
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3 特定健康診査（特定健診） 

厚生労働省が指定する健診のこと。日本人の死亡原因の約６割を占める生活習慣病の予防のために、40歳から 74歳までの方を対

象として行う。メタボリックシンドロームに着目した内容となっている。 
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医療費の増大と高い生活習慣病保有率 

少子高齢化が加速するなか、本市の市民一人当たりの医

療費は、県平均より高い。 

また、国民健康保険の加入者の生活習慣病保有率は、県

平均より高い一方で、特定健康診査の受診率は県平均・

国平均より低い現状にある。 
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図表 業種別・従業地別の従業者数（平成 22 年） 

図表 国民健康保険被保険者における生活習慣病保有者率(左)及び特定健康診査受診比率(右) 
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２．２ たまのオリジナル 

本市には、「アート」、「海・港・船」「ものづくり」をはじめとした「たまのオリジナル」

と呼ぶ地域資源が多数存在する。また、モノ、場所だけでなく、人々による地域への参画

も本市の重要な「たまのオリジナル」の一つである。 

（１） 自然 

渋川海岸は、多くの利用客が訪れる県下最大の海水浴場で

あり、王子が岳とともにビーチスポーツやパラグライダー等

の豊かな自然を活かしたレクリエーションの場となっている。

また、県下最大の都市公園であるみやま公園は、四季折々の

自然を楽しむことができる場所として、市内観光地でも最大

級の集客を誇っている。 

（２） 宇野港 

中心市街地に位置する宇野港は、フェリーの定期航路のほ

か、クルーズ客船の寄航を誘致する等、岡山県の海の玄関口

であり瀬戸内海の海上交通の重要拠点である。 

（３） アート 

瀬戸内国際芸術祭の開催に端を発し、現代アートを活用し

たまちの活性化事業が進んでいる。特に宇野港周辺では野外

作品を中心にアートをテーマにした施設の整備や作品の展示

が行われ、新たな本市の観光スポットとなっている。 

（４） 特産物 

地域住民のアイディアで多種多様な特色のある加工品等

「玉野らしい」新たな逸品を、“玉野ブランド”である｢お宝

たまの印｣として認定している。 

（５） 市民参加 

観光分野では、有志によるイベント開催や、観光ボランテ

ィアガイドなどの活躍により、新しい賑わいを生んでいる。

福祉分野では、地域のコミュニティ単位で交流活動や健康増

進への取組等が実施されている。また、本市が中心となっ

て、「たまの地域人づくり大学」を開講し、地域における様々

な場面で活躍できる人材の育成に努める等、地域住民の交

流・活躍の場、人材育成の環境が広がりつつある。  
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第３章 たまの版生涯活躍のまち（CCRsea）基本構想 

３．１ たまの版生涯活躍のまちの将来像 

たまの版生涯活躍のまちが目指すのは、高齢者や移住者に加え、学び、働く若者や地域住民、

事業者等が活躍することで、持続的な発展をつづけていくまちの形成である。 

そのため、本市独自の地域資源を活かしながら、ヘルスケアサービス4等の新規サービスの

開発・提供を行うとともに、まちのブランド構築を図りつつ、新たなまちづくりを担う人材育

成を推進する。これにより、たまの版生涯活躍のまちの拠点の形成が進み、まちに新たな魅力

が加わることでさらに多くの人が集まり、消費の拡大、民間事業者による投資の誘発（新産業

の創出）といった好循環が形成されることを期待する。 

 

図表 たまの版生涯活躍のまちが目指す将来像 

 

  

                                           
4 ヘルスケアサービス 

医療専門職の医師や薬剤師、看護師が提供する医療行為と区別し、一般には、予防や保健のために提供されるサービス。 
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３．２ たまの版生涯活躍のまちの基本方針 

本市の独自性を活かした特徴のある取組を展開していくため、次の５つの視点を基本方針に

たまの版生涯活躍のまちづくりを進めていく。 

（１）「たまのオリジナル」を活用し、玉野らしさを追及する 

（２）若者が軸となる新たなまちづくりを実践する 

（３）市全域での効果の拡大を図る 

（４）誰もが安心して暮らせる地域共生社会の推進を図る 

（５）事業推進主体を中心とし、官民連携により構想を推進する 

 

３．３ たまの版生涯活躍のまちが発揮する機能 

たまの版生涯活躍のまちでは、本市の現状・課題を踏まえつつ、生涯にわたって活躍できる

魅力的な地域社会の形成を目指し、以下の機能を発揮していく。 

（１）ローカルブランディング創出機能 

（２）ヘルスケアサービス開発機能 

（３）地方創生人材育成支援機能 

（４）交流推進機能 

（５）医療介護支援機能 

（６）移住支援機能 

  




























